
どんぐり手帳『茅野市子育てハンドブック』令和６・７年度版電子書籍 訂正一覧 

 

No. 訂正年月日 該当ページ 訂正内容 訂正前 訂正後 

① R6.4.25 p.57 住所（番地）変更 わたなべ小児科医院：玉川 3659 わたなべ小児科医院：玉川 3658-1 

② R6.11.5 p.38 児童手当：対象 ・対象 15歳（中学校修了）までのこ

どもを養育している方 

・対象 18 歳の誕生日後の最初の 3

月 31日まで（高校生年代まで） 

③ R6.11.5 p.38 児童手当：支給額 ・支給額 3歳未満…一律 15,000円 

3歳以上小学校修了前…10,000円（第

3子以降（※１）は 15,000円） 

中学生…一律 10,000円 

・支給額 3歳未満 

 第 1子・第 2子：15,000円 

 第 3子以降  ：30,000円 

 

 3 歳～18 歳の誕生日後の最初の 3

月 31日まで 

 第 1子・第 2子：10,000円 

 第 3子以降  ：30,000円 

 

 第 3子以降 

 22歳の誕生日後の最初の 3月 31日

までの養育している子のうち、3番目

以降 

④ R6.11.5 p.38 児童手当：支給月 ・支給月 6月、10月、2月（年 3回） ・支給月 年 6回（偶数月） 

⑤ R6.11.5 p.40 児童扶養手当支給

額（月額） 

44,140円～10,410円（令和 5年度単

価） 

45,500円～10,740円（令和 6年度単

価） 

⑥ R6.11.5 p.41 高等職業訓練促進

給付金 

1年以上 6ヶ月以上 

⑦ R6.11.5 p.42 特別児童扶養手当 1級手当…月額 53,700円 

2級手当…月額 35,760円 

1級手当…月額 55,350円 

2級手当…月額 36,860円 



No. 訂正年月日 該当ページ 訂正内容 訂正前 訂正後 

⑧ R7.1.21 p.56 市内の病院・医院一

覧 

 ちの家庭医療クリニックの追加 

⑨ R7.4.1 p.45 保育園名称 玉川どんぐり保育園 信学会どんぐりの森こども園 

⑩ R7.4.1 p.45 保育園名称 わかば保育園 信学会わかばの森こども園 

 


